
⼭梨県⽴⻘少年センター
お問い合わせはこちらまで

TEL.(055)237-5311(代)
〒400-0812 甲府市和⼾町1303番地

内����容：模擬裁判を体験し、裁判の内容について討論をする。

場����所：⻘少年センター 別館【多⽬的ホール】
対����象：⼩学４〜６年⽣
定����員：25名
参加料：３００円
持ち物：筆記⽤具・⽔分補給⽤飲み物
申込⽅法：お電話にてのお申込みとなります。

注意事項：キャンセル場合は、必ずご連絡ください。
記録写真を撮影します。ご了承ください。

講����師：⼭梨県弁護⼠会
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∼模擬裁判をやってみよう！∼

∼模擬裁判をやってみよう！∼法律マスター法律マスター

応募はこちら
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※応募⼈数に達し次第締め切りとなります。


